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休団制度の運用について 

 

１  制度の目的と概要 

市外への長期出張や近親者、家族の介護、育児等、消防団員のライフスタイルの変化に

対応し、活動が行いやすい環境づくりを進める観点から、団員の身分を保持したまま、団

員としての活動を一定期間行わないこととすることができる制度を新設します。 

 

項目 内容 

条件 育児、介護等長期間活動できない事由（※） 

期間 3年を超えない範囲 

適用方法 団長の承認 

報酬等 
休団中は無報酬 

(半年ごとに支給する報酬額を月額換算し、休団した月分を不支給とする) 

退職報償金 年数に算定しない。 

※長期間活動できない事由として、「出産」、「育児」、「介護」、「出張（6 か月以上）」、「病気・

ケガ」等を想定しています。 

 

２  根拠条例（抜粋） 

「松江市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（抜粋）」 

（休団） 

第 9 条の 2 育児、介護その他長期間消防団活動に従事することができない理由がある消防

団員は、3 年を超えない範囲内で、消防団員の身分を有したまま活動を休止(以下「休団」とい

う。)することができる。 

2 消防団員が休団しようとするとき又は休団している消防団員が活動を再開(以下「復団」と

いう。)しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。 

3 休団している消防団員については、次条及び第 11条の規定は適用しない。 

4 休団している消防団員には、休団の期間中、報酬を支給しない。 

（支給方法） 

第 17条 報酬の支給方法は、2期に区分し、前期分を 9月に、後期分を 3月にそれぞれ 2分

の 1の額を支給する。ただし、新たに消防団員となった場合又は復団した場合にはその月から、休

団、退職又は死亡の場合にはその月までの月割りにより支給する。 

 

３  手続きの流れ 

該当する事案が発生した場合や、悩まれることがあれば、分団長、班長（以下、分団長等

という。）及び消防団室にご相談ください。手続きの方法や流れについては、以下のフロー

チャートをご確認ください。 
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4  その他 

・制度についてご不明な点があれば、消防団室（☎32-9113）までお問い合わせくだ

さい。 

・消防団員として所属（籍）はありますが、その期間、年報酬の支給はありません。また、退

職報償金の算出年数から除外をされます。 

・事案の状況から、休団、退団等班内で相談をされて選択して下さい。（休団期間が3年以

上と初めから想像できる場合など） 

  

長期間活動できない事案が発生 ①事案の内容によりますが、今後の

団活動について、分団長等に相談を

されてください。 

団員 

分団長等 

消防団室 

・ 

各支所 

任免内申書を作成し、消防団室へ 

・（支所）消防団室へ送付 

・申請書及び内申書をもとに団長へ諮る。 

消防団長 

③別記 2「任免内申書」と提出された

「休団・復団申請書」を消防団室（又

は支所）へ提出。 

※支所ご担当者におかれましては、

従前の任免内申書同様、消防団室へ

提出をお願いします。 

復団される場合も同様の流れとなります 

②別記 1「休団・復団申請書」を分団

長等に提出。 

休団・復団 

申請書 

休団・復団書 
任免内申書 

承認により、休団（復団）手続き完了 
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別記 1 

休団 ・ 復団 申請書 

 

  年  月  日 

 

松江市消防団長 

  松浦 嘉昭 様 

 

                     松江市消防団 

方面団     分団 

 

 

 

 

 私は、下記のとおり松江市消防団を休団（復団）したいので申請します。 

 

1.休団（復団）の期間 

   年   月   日 ～    年   月   日 

※復団の場合は始期のみ記載。 

2.休団の理由（復団の場合は、記載の必要なし。） 

                              のため 
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休団 ・ 復団 申請書 

 

 

令和  年  月  日 

 

松江市消防団長 

  松浦 嘉昭 様 

 

                     松江市消防団 

方面団     分団 

 

 

 

 

 私は、下記のとおり松江市消防団を休団（復団）したいので申請します。 

 

1.休団（復団）の期間 

  2022年  5月  1日 ～  2023 年  6月 30日 

※復団の場合は始期のみ記載。 

2.休団の理由（復団の場合は、記載の必要なし。） 

                              のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人名です。 

〇月単位での記載をお願いします。 

例）2022 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日 

○最長 3 年の期間です。 

記載例 

長期間消防団活動が出来ない具体的な理由を記載してください。 
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別記 2 

消 防 団 任 免 内 申 書 

 

  年  月  日 

松江市消防団長 

  松浦 嘉昭 様 

                        松江市消防団 

                           方面団      分団 

                           分団長           

 

消防団員の任免について、下記のとおり内申します。 

 

記 

 

任免種別 
所 属 

（班） 
階 級 氏   名 発令年月日 連 絡 先 

休団 松江班 団員 ○○ ○○ 
2022.4.1から

2024.3.31まで 

 

復団 松江班 班長 ○○ ○○ 2022.4.1から 
 

     
 

     
 

 

備 考 

 １ 任免種別とは、採用・昇任・降任および退職をいう。 

 ２ 発令年月日は、発令希望の年月日を記入すること。 

 ３ 昇任者は連絡先（できる限り携帯電話）を記入すること。 

 ４ 申請書の提出は、原則として毎月 20 日までとし、これを過ぎた場合は翌月廻し

とすること。 

 ５ 階級欄には、新階級を記入すること。ただし、退職の場合は、退職時の階級を記

入すること。 

添付書類 

 １ 採 用（消防団員個別調書・委任状・被服サイズ表） 

 ２ 退 職（退職願） 

 ３ 休団、復団（休団・復団申請書） 

記載例 

任免同様、方面団長又は分団長から

提出をお願いします。 

任免が発生する前月の 20 日ま

でに提出してください。 

休団の場合、期間（ ～ まで）

を記載してください。 
・「休団」、「復団」を記載してください。 


